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└■◆実践コラム

『融資を受けやすい営業形態とは』
…明日も、来月も、来年も、安定した売上が上がる蓋然性を示しましょう。
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銀行は決算書に基づいて融資審査を行います。しかし、単なる結果数値だけでな
く、売上高や利益といった数値の中身についても検証しています。着眼点は「事
業基盤を確立しているか。」です。

事業基盤とは継続的に売上や利益を上げるための土台です。一般的には経営の三
要素である「ヒト、モノ、カネ」が代表的ですが、最も重要な要素は「顧客」で
す。「安定して売上や利益を上げられる営業基盤を確立出来ているか」が審査ポ
イントのひとつです。

■ これから事業を開始する創業者の場合

当然ながら営業基盤を確立出来ていない状態です。営業基盤を０から構築するこ
とは大変困難です。融資対象としてはリスクが高すぎますので、殆どの民間金融
機関は融資を行いません。

■ １期目で単価３，０００万円の商品を３件販売した年商９，０００万円の企
業の場合

年商９，０００万円ですので一見良さそうですが、１件の単価が大きいため、販
売件数によって売上高が大きく乱高下します。仮に来期は２件しか販売出来なか
った場合、売上高は３分の１も落ち込みます。来期以降も安定して９，０００万
円の売上を上げられるか疑問ですので、営業基盤を確立しているとは言えません。

■ 単価３，０００万円の商品を、５年連続毎年３件ずつ販売した
年商９，０００万円の企業の場合

先の企業と同じ営業形態ですが、５年連続毎年３件ずつ販売した実績があります
ので、確固たる営業基盤を確立しているとは言えないまでも、６年目も３件販売
出来る蓋然性は高まります。

■ 客単価３，０００円で延べ顧客１０，０００人を獲得した
年商３，０００万円の飲食店の場合

販売先が分散しており、急に売上が半減するとは考えにくいため、年商は小さい
ながらも一定の営業基盤を確立していると評価出来ます。利益が出ていることが
前提ですが、当該飲食店の実力相応であれば融資の検討は十分に可能です。

融資の返済額は毎月一定ですので、売上や利益が乱高下するより、日単位、月単
位、年単位で安定した売上と利益を上げられる企業の方が評価は高くなります。
明日も、来月も、来年も、安定した売上と利益を上げることが出来る蓋然性を、
販売先の一覧、過去の実績、自社の優位性等に沿って説明することが肝要です。
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└■◆お役立ち情報

『女性活躍加速化助成金について』
…女性の活躍推進に取組む事業主の方はご検討ください。
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女性活躍加速化助成金は、女性活躍推進法の施行（平成２８年４月１日）にさき
がけて、女性の活躍推進に取組む事業主の方を支援するために１０月１４日から
始まった助成金です。

概要をみておきましょう。

■助成金の概要
女性活躍推進法にもとづき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」と、その達
成に向けた「取組目標」を盛り込んだ「行動計画」を策定し、計画に沿った取組
を実施して「取組目標」を達成（実施）した事業主および、「数値目標」を達成
した事業主に対して助成金が支給されます。

■支給金額
それぞれのコースについて、１事業主１回限り３０万円が支給されます。

（１）加速化Ａコース
「取組目標」を達成した中小企業事業主に対して支給されます。
※中小企業事業主：常時雇用する労働者が３００人以下

（２）加速化Ｎコース
「取組目標」を達成したうえで、「数値目標」を達成した事業主に対して支給さ
れます。
※このコースは大企業、中小企業のいずれもが対象となります。

■主な要件
先ず始めに、女性活躍推進法にもとづく「一般事業主行動計画」を策定し、労働
局への届出、労働者への周知、「ポジティブ・アクション応援サイト」への公表
が必要になります。

計画の策定にあたっては、以下のような流れで進めて行きます。

◇一般事業主行動計画策定の流れ

ステップ１．自社の女性の活躍状況を分析し、課題を見つける。

次のような数値を調べて女性の活躍状況を把握・分析し、自社における課題を見
つけていきます。
・採用者に占める女性の比率
・勤続年数の男女差
・労働時間の状況
・管理職に占める女性の比率

ステップ２．課題を解消するための取組内容を決める。

例えば、管理職に占める女性の状況を分析して「管理職の女性比率を〇〇％以上
とする」という数値目標を掲げ、数値目標を達成するために「管理職を目指す女
性社員を対象としたセミナーの実施」を取組目標として設定する、というような
流れで策定します。

平成２８年度以降は助成金の内容が変更される可能性もあります。女性社員の活
躍推進をお考えの方はご検討ください。


